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被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
及
び
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一
　
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
改
正

一
　
目
的
の
改
正

　
　
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
目
的
を
、
自
然
災
害
に
よ
り
そ
の
生
活
基
盤
に
著
し
い
被
害
を
受
け
た
者
に
対
し
、
被
災

者
生
活
再
建
支
援
金
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
生
活
の
再
建
を
支
援
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。（
被
災
者
生
活
再

建
支
援
法
第
一
条
関
係
）

二
　
被
災
世
帯
の
範
囲
の
拡
大

　
　
被
災
世
帯
と
は
、
政
令
で
定
め
る
自
然
災
害
に
よ
り
、
そ
の
居
住
す
る
住
宅
が
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
世
帯
（
被
害

の
程
度
が
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
も
の
で
あ
る
世
帯
を
除
く
。）
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。（
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法

第
二
条
第
二
号
関
係
）

三
　
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
額
の
拡
大
等

１
　
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給

　
　
市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
被
災
世
帯
と
な
っ
た
世
帯
（
当
該
世
帯
に
属
す
る
者
の
内
閣
府
令
で
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定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
収
入
の
合
計
額
が
政
令
で
定
め
る
額
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）
の
世
帯
主
に
対

し
、
そ
の
生
活
の
再
建
を
支
援
す
る
た
め
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（
被
災
者
生

活
再
建
支
援
法
第
三
条
第
一
項
関
係
）

２
　
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
額
の
拡
大

　
　
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
額
は
、
一
世
帯
当
た
り
、
千
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
被
災
世
帯
の
受
け
た
被
害
の

程
度
及
び
被
災
世
帯
に
属
す
る
者
の
数
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
額
と
す
る
こ
と
。（
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
第
三

条
第
二
項
関
係
）

３
　
受
給
権
の
保
護
等

　
　
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
に
つ
い
て
、
受
給
権
の
保
護
、
支
給
の
制
限
及
び
不
当
利
得
の
徴
収
に
関
す
る
規
定
を
設

け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
関
係
）

四
　
国
の
費
用
負
担
等

１
　
国
は
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
全
額
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（
被
災
者
生
活

再
建
支
援
法
第
八
条
関
係
）



 3

２
　
１
に
伴
い
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
基
金
の
制
度
及
び
国
の
補
助
の
制
度
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（
被
災

者
生
活
再
建
支
援
法
旧
第
三
章
及
び
第
十
八
条
関
係
）

第
二
　
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一
　
災
害
弔
慰
金
の
支
給
対
象
と
な
る
遺
族
の
範
囲
の
拡
大

　
　
災
害
弔
慰
金
の
支
給
対
象
と
な
る
遺
族
の
範
囲
に
、
死
亡
し
た
者
の
兄
弟
姉
妹
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（
災
害

弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
関
係
）

二
　
災
害
援
護
資
金
の
利
率
の
引
下
げ

　
　
災
害
援
護
資
金
は
、
延
滞
の
場
合
を
除
き
無
利
子
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法

律
第
十
条
第
四
項
関
係
）

三
　
既
存
債
務
返
済
支
援
資
金
の
貸
付
け
　
　
　
　
　
　
　
　
（
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
関
係
）

１
　
市
町
村
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
災
害
に
よ
り
住
居
（
災
害
の
際
所
有
者
が
居
住
し
て
い
な
か
っ
た
も

の
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。）
が
全
壊
し
、
又
は
政
令
で
定
め
る
被
害
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
住
居
の
所
有
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
者
（
災
害
の
際
当
該
住
居
に
所
有
者
が
居
住
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
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あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
者
）
の
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
所
得
の
合
計
額
が
政
令
で
定
め
る
額
に

満
た
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
災
害
の
際
当
該
住
居
を
所
有
し
て
い
た
者
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
に
対
し
、
当
該

住
居
に
係
る
政
令
で
定
め
る
借
入
金
又
は
債
務
を
返
済
す
る
た
め
、
既
存
債
務
返
済
支
援
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２
　
既
存
債
務
返
済
支
援
資
金
の
一
災
害
に
お
け
る
一
戸
当
た
り
の
限
度
額
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３
　
既
存
債
務
返
済
支
援
資
金
の
償
還
期
間
（
据
置
期
間
を
含
む
。）
は
、
三
十
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定

め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

４
　
既
存
債
務
返
済
支
援
資
金
は
、
据
置
期
間
中
は
無
利
子
と
し
、
据
置
期
間
経
過
後
は
そ
の
利
率
を
延
滞
の
場
合
を
除

き
年
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
率
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三
　
そ
の
他

一
　
施
行
期
日

　
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）
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二
　
検
討

　
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
中
小
規
模
の
事
業
者
に
対
す
る
融
資
そ
の

他
の
支
援
の
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
法
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
こ
と
。（
附
則
第
二
条
関
係
）

三
　
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

　
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
生
じ
た
自
然
災
害
に
よ
り
改
正
前
の
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
被

災
世
帯
と
な
っ
た
世
帯
に
係
る
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ

と
。（
附
則
第
三
条
関
係
）

四
　
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

１
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
生
じ
た
災
害
に
よ
り
死
亡
し
た
住
民
の
遺
族
に
対
す
る
災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
当
該
災
害

に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も

の
と
す
る
こ
と
。（
附
則
第
七
条
第
一
項
関
係
）

２
　
改
正
後
の
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
生
じ
た
災
害
に
関
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し
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（
附
則
第
七
条
第
二
項
関
係
）

五
　
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


